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国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

宮崎市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年２月13日

３ 地籍調査を行った地域

宮崎市高岡町内山及び飯田及び五町の各一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

都城市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年１月29日

３ 地籍調査を行った地域

都城市高野町の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

延岡市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年１月31日

３ 地籍調査を行った地域

延岡市北川町川内名の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

日南市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年２月15日

３ 地籍調査を行った地域

日南市大字殿所・大字松永・大字星倉の各一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

小林市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年１月30日

３ 地籍調査を行った地域

小林市大字東方の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

西都市

２ 地籍調査を行った期間

平成17年４月１日から平成19年３月27日

３ 地籍調査を行った地域

西都市大字穂北、大字茶臼原の各一部
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４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

えびの市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年２月20日

３ 地籍調査を行った地域

えびの市大字浦の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

東臼杵郡椎葉村

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年２月20日

３ 地籍調査を行った地域

東臼杵郡椎葉村大字下福良の一部・大字大河内の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

宮崎市

２ 地籍調査を行った期間

平成17年４月１日から平成20年１月22日

３ 地籍調査を行った地域

宮崎市田野町地番区域乙の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

都城市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年１月29日

３ 地籍調査を行った地域

都城市美川町の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

延岡市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年２月４日

３ 地籍調査を行った地域

延岡市北浦町三川内の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

日南市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年２月15日

３ 地籍調査を行った地域

日南市大字隈谷の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

串間市

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年２月19日

３ 地籍調査を行った地域

串間市大字北方の一部・大字秋山の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、

次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

西臼杵郡高千穂町

２ 地籍調査を行った期間

平成17年４月１日から平成20年２月15日

３ 地籍調査を行った地域

西臼杵郡高千穂町大字押方の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により、
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次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 地籍調査を行った者の名称

西臼杵郡日之影町

２ 地籍調査を行った期間

平成18年４月１日から平成20年２月18日

３ 地籍調査を行った地域

西臼杵郡日之影町大字見立の一部

４ 認証年月日

平成20年３月24日

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により、

斧研地区県営土地改良事業（都城市、ため池等整備事業）に係る土

地改良事業計画を定めた。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

策定に係る土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧期間

平成20年４月３日から平成20年５月２日まで

３ 縦覧場所

都城市役所農村整備課内

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により、

長迫地区県営土地改良事業（五ヶ瀬町、ため池等整備事業（土砂崩

壊防止））に係る土地改良事業計画を定めた。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

策定に係る土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧期間

平成20年４月３日から平成20年５月２日まで

３ 縦覧場所

五ヶ瀬町役場環境建設課内

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第８条第１項の規定により、宮崎市が行う土地改良事

業（萩原地区、ため池等整備事業）の施行協議を適当と決定した。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

決定に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成20年４月３日から平成20年５月２日まで

３ 縦覧場所

宮崎市役所農村整備課内、宮崎市高岡総合支所農業振興課内

建設業法（昭和24年法律第 100号）第29条第１項の規定により、

建設業者許可を次のとおり取り消した。

平成20年４月３日

宮崎県知事 東国原 英 夫

（別表）
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処分をした年月日
処分の原因と

なった事実

処分の内容処分を受けた建設業者

取り消した業種
許可の
区分

主たる営業
所の所在地

代表者の氏名商号又は名称許可番号

平成20年２月26日
(一部廃業)

平成20年２月
26日付けで廃
業した旨の届

管工事業一般宮崎県都城
市山之口町
富吉３４８１

中山 隆次女中山建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第 118号

平成20年２月29日
(全廃業)

平成20年２月
29日〃

土木工事業一般宮崎県宮崎
市田野町乙
７７２３－４

松田 成弘女松田組報徳
社

宮 崎 県 知 事 許 可

(般－18)第 200号

平成20年２月18日
(一部廃業)

平成20年２月
18日〃

管工事業特定宮崎県都城
市 穂 満 坊
３１４６－６

槇原 岩男叙槇原建設宮 崎 県 知 事 許 可

(特－19)第1013号

平成20年２月５日
(全廃業)

平成20年２月
５日〃

土木工事業特定宮崎県西臼
杵郡五ヶ瀬
町大字三ケ

所１１５７２

飯干 俊二叙飯干産業宮 崎 県 知 事 許 可

(特－19)第1567号

平成20年２月５日
(全廃業)

平成20年２月
５日〃

とび・土工工事業、
ほ装工事業、水道施
設工事業

一般宮崎県西臼
杵郡五ヶ瀬
町大字三ケ
所１１５７２

飯干 俊二叙飯干産業宮 崎 県 知 事 許 可

(般－19)第1567号

平成20年２月８日
(一部廃業)

平成20年２月
８日〃

土木工事業、とび・
土工工事業、ほ装工
事業、水道施設工事
業

一般宮崎県東臼
杵郡美郷町
南郷区鬼神
野８３－５

金丸 文彦女金丸建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第2047号

平成20年２月15日
(全廃業)

平成20年２月
15日〃

土木工事業、とび・
土工工事業

一般宮崎県都城
市都北町４９
４１

鎌田 正作鎌田建設女宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第2812号

平成20年２月25日
(全廃業)

平成20年２月
25日〃

土木工事業、とび・
土工工事業

一般宮崎県延岡
市平原町５
－７３２－３

山口 義雄女平和建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－19)第4440号

平成20年２月20日
(一部廃業)

平成20年２月
20日〃

管工事業一般宮崎県延岡
市北川町川
内名１７５４

片岡 恭二女片岡建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第4918号

平成20年２月15日
(全廃業)

平成20年２月
15日〃

大工工事業一般宮崎県宮崎
市大字瓜生
野２６７－４

六田 寛女六田建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－18)第5933号

平成20年２月19日
(一部廃業)

平成20年２月
19日〃

大工工事業、左官工
事業、屋根工事業、
管工事業、タイル・
れんが・ブロック工
事業、板金工事業、
ガラス工事業、塗装
工事業、防水工事業、
内装仕上工事業、熱
絶縁工事業、造園工
事業、建具工事業

一般宮崎県延岡
市差木野町
６１３６－１

児玉 八千代北部観光開発
女

宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第6962号

平成20年２月25日
(全廃業)

平成20年２月
25日〃

造園工事業一般宮崎県児湯
郡新富町大
字上富田２７
４６－４

児玉 光男児玉園芸場宮 崎 県 知 事 許 可

(般－18)第8888号

平成20年２月８日
(全廃業)

平成20年２月
８日〃

建築工事業、大工工
事業

一般宮崎県宮崎
市田野町甲
5990－１

船ヶ山 日出
光

女利光宮 崎 県 知 事 許 可

(般－15)第 11876号

平成20年２月28日
(全廃業)

平成20年２月
28日〃

土木工事業、とび・
土工工事業、管工事
業、ほ装工事業、塗
装工事業、造園工事
業、水道施設工事業

特定宮崎県延岡
市大武町５４
５３－５

古小路 汎叙八紘宮 崎 県 知 事 許 可

(特－17)第 12129号
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宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 企 業

管 理 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 四 月 三 日

宮 崎 県 病 院 局 長 甲 斐 景 早 文

宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 八 号

宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る

企 業 管 理 規 程

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 程

（ 以 下 「 既 存 規 程 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と

等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 程 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正

す る 。

一 既 存 規 程 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 程 （

以 下 「 改 正 後 規 程 」 と い う 。 ） に お け る 上 方 と し 、 既 存 規 程 に

お け る 上 方 は 改 正 後 規 程 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 程 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 配 置

は 、 既 存 規 程 に お け る 文 字 の 配 置 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 程 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て

い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し

な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 程 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

六 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を

示 す た め に 用 い ら れ て い る も の

に 限 る 。 ）

七 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を

示 す た め に 用 い ら れ て い る も の

に 限 る 。 ）

八 上 欄

九 下 欄

次
上 記

左 欄
右 欄

２ 前 項 の 表 三 の 項 及 び 四 の 項 並 び に 六 の 項 か ら 九 の 項 ま で の 規 定

は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 前 二 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 病

院 局 長 が 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 病 院 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

一 章 、 節 、 款 、 条 、 表 及 び 様 式

の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢

数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る

た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ

て い る 当 該 文 字

四 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階

で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い

る 漢 数 字

五 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ）

ア 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と

し て 用 い ら れ て い る も の

イ 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ

て い る も の

ウ 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が

薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の

表 現 が み ら れ な い も の

エ 数 字 の 単 位 と し て 用 い ら れ

て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を

除 く 。 ）

オ 一 の 項 、 二 の 項 及 び 四 の 項

に 定 め る も の

ア ラ ビ ア 数 字

左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア

ラ ビ ア 数 字

五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

ア ラ ビ ア 数 字

ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を

区 切 る 読 点 は 削 り 、 三 け

た ご と に コ ン マ に よ っ て

区 切 る と と も に 、 小 数 点

を 表 す 中 点 は ピ リ オ ド に

改 め る も の と す る 。 ）
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